
 

第２章 第３次計画の指標の評価 

１ 第３次計画の指標の評価 

第３次計画においては、定量的な目標を 14 目標（18 指標）定め、その達成を目指して関係

者が連携・協働して食育の推進に取り組んできました。また、第３次計画策定時には現状値が

なかったため評価指標は設定しませんでしたが、取り組む事項として２目標を定め、食育の推

進に取り組むとともに、第３次計画期間中に現状値を把握しました。 

第３次計画の評価指標について評価したところ、「目標値に達した」指標は５指標、「目標値

に達していないが、改善傾向にある」は１指標、「変わらない」は６指標、「悪化している」は４指

標、「評価困難」は２指標でした。 

新型コロナウイルス感染症拡大による活動制限等の影響もあり、「食育の推進に関わるボラ

ンティアの数の増加」や「えひめの食文化を伝承する郷土料理の普及・継承のための体験や講

義等の活動実施数の増加（全体）」が悪化したほか、朝食欠食や野菜摂取量の不足が依然と

して県の食生活の課題であることが明らかとなり、更なる取組の充実が必要です。 

●評価方法及び評価区分 

 〈評価方法〉 

各評価指標について、計画策定時の値と現状値を統計的検定等により比較し、下記の５段

階で評価を行った。 

 

〈評価区分及び評価の状況〉 

評価区分 項目数※（％） 

A 目標値に達した 5  （27.8％） 

B 目標値に達していないが、改善傾向にある 1  （ 5.6％） 

C 変わらない 6  （33.3％） 

D 悪化している 4  （22.2％） 

E 評価困難 2  （11.1％） 

※「評価指標は設定しないが取り組む事項」２項目は含まない。 
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●表１ 第３次計画の評価指標 

 １ 評価指標 

食育の推進の評価指標 
計画策定時 
（平成27年度） 

現状値 
（令和４年度） 

目標値 
（令和５年度） 

評価 

(1) 食育に関心を持っている県民の割合の増加 78.5％ 76.5％ 90％以上 C 

(2) 
朝食又は夕食を家族と一緒に食べる「共食」の 

回数の増加 
週10.7回 週10.7回 週11回以上 C 

(3) 

朝食を欠食する子どもの割合の減少 

（小学生） 

子ども 

5.3％ 

子ども 

7.3％ 

子ども 

0％ 
D 

朝食を欠食する若い世代の割合の減少 

（20～30歳代） 

若い世代 

34.3％ 

若い世代 

27.3％ 

若い世代 

15％以下 
C 

(4) 
学校給食における地場産物を使用する割合の増加 

地場産物 

38.1％ 
地場産物 

51.1％ 
40％以上 A 

学校給食における国産食材を使用する割合の維持 
国産食材 

80.3％ 
国産食材 

91.1％ 
80％以上 A 

(5) 
栄養バランス等に配慮した食生活を送っている 

県民の割合の増加 
60.9％ 63.1％ 70％以上 C 

(6) 

内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の予防

や改善のための適切な食事、運動等を継続的に

実践している県民の割合の増加 

54.2％ 63.6％ 75％以上 B 

(7) 
ヘルシーメニューの提供に取り組む飲食店登録数

の増加 
251店舗 

237店舗 
（R2参考値） 

増加 E※1 

(8) よく噛んで味わって食べる県民の割合の増加 85.6％ 90.1％ 90％以上 A 

(9) 食育の推進に関わるボランティアの数の増加 8,594人 6,228人 10,000人以上 D 

(10) 
えひめの食文化を伝承する郷土料理の普及・継承

のための体験や講義等の活動実施数の増加 

全体 

48回 

全体 

39回 
50回以上 D 

全体のうち小学校等 

17回 
全体のうち小学校等 

36回 25回以上 A 

(11) 
食品の安全性に関する基礎的な知識を持っている

県民の割合の増加 
58.2％ 70.7％ 80％以上 E※2 

(12) 
食育推進計画を継続して作成・実施している市町

の数の維持 
20市町 20市町 20市町 A 

(13) 県民一人当たりの野菜の摂取量の増加 

児童・生徒（7～14歳） 

261ｇ 
児童・生徒（7～14歳） 

186ｇ 300ｇ以上 Ｄ 

20歳以上 

281ｇ 

20歳以上 

275ｇ 
350ｇ以上 Ｃ 

(14) 
県民一人当たりのかんきつ類等の果物の摂取量

の増加 
102ｇ 109ｇ 200ｇ Ｃ 

※１ 計画策定時の実施事業（栄養成分表示店）を計画期間中に廃止（R3.1）したため、評価困難とした。 

※２ 把握方法が異なるため、評価困難とした。 

 

 ２ 評価指標は設定しないが取り組む事項 

食育の推進の評価指標 
計画策定時 
（平成27年度） 

現状値 
（令和４年度） 

目標値 
（令和５年度） 

評価 

(15) 地域等で共食したいと思う人が共食する割合の増加 ― 24.7％ ― ― 

(16) 
食品ロスの削減のために何らかの行動をしている

県民の割合の増加 
― 74.2％ ― ― 
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２ これまでの食育の取組状況 

第３次計画では、食育推進のため４つの項目を基本方針として掲げ、平成 29年度（一部は、

第１次計画の平成 19年度）から取り組んできました。 

県及び関係機関・団体と連携した食育の取組は、次のとおりです。 
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３ 各市町食育推進計画の策定状況 

県内では、全市町において、食育推進計画が策定されています。 

なお、全ての市町村が計画を策定している都道府県は、全国で 23 都道府県となっています。 

●表２ 市町食育推進計画策定状況（令和５年３月末日時点） 

市町名 計画の名称 現行計画の対象期間 

四国中央市 第３次四国中央市食育推進計画 令和４年度 ～ 令和13年度 

新居浜市 
第２次元気プラン新居浜21（後期計画） 

第２次新居浜市食育推進計画 
令和２年度 ～ 令和６年度 

西条市 第３次西条市食育推進計画 令和２年度 ～ 令和６年度 

今治市 第２次今治市食育推進計画 平成30年度 ～ 令和６年度 

上島町 第２次健康づくり計画 平成27年度 ～ 令和７年度 

松山市 第３次松山市食育推進計画 平成30年度 ～ 令和５年度 

伊予市 伊予市健康づくり・食育推進計画 平成30年度 ～ 令和６年度 

東温市 第３次東温市食育推進計画 令和元年度 ～ 令和６年度 

久万高原町 第２期久万高原町健康づくり・食育推進計画 平成28年度 ～ 令和７年度 

松前町 松前町健康づくり計画 平成25年度 ～ 令和６年度 

砥部町 砥部町第２次健康づくり計画・食育推進計画 平成27年度 ～ 令和６年度 

八幡浜市 第２次八幡浜市食育推進計画 令和元年度 ～ 令和５年度 

大洲市 第３次大洲市食育推進計画 令和元年度 ～ 令和６年度 

西予市 第２次西予市食育推進計画 平成28年度 ～ 令和７年度 

内子町 第２次内子町食育推進計画 平成30年度 ～ 令和８年度 

伊方町 第２次伊方町食育推進計画 平成30年度 ～ 令和６年度 

宇和島市 宇和島市食育プラン（第３次） 平成30年度 ～ 令和５年度 

松野町 森の国まつの健康づくり計画（第３次） 令和３年度 ～ 令和８年度 

鬼北町 第三次鬼北町食育推進計画 令和４年度 ～ 令和８年度 

愛南町 愛なん食育プランⅢ 令和２年度 ～ 令和６年度 
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